
•花が咲き始める5月から実施しましょう。また、
できる限り根から抜き取りをしてください。

•種子ができている場合は、散乱させないよう
注意して袋に入れてください。

•駆除した植物はゴミ袋に入れ封をし、市町村
の指定した場所に集めてください。

お問い合わせ先
■駆除や廃棄の方法については

豊川市産業環境部環境課 TEL ：0533-89-2141
■外来生物法については

環境省中部地方環境事務所 野生生物課 TEL：052-955-2139

※ オオキンケイギクは外来生物法に基づく特定外来生物として、栽培や生きたままの運搬等が禁止さ
れています。詳しくは、上記までお問い合わせください。



オオキンケイギクの処分方法

★可燃ごみとして出す場合
・可燃ごみ袋に入れる
・収集日に最寄のステーションに出す

☆収集日以外、収集日の回収時間後に出す場合
  （土日祝を除く）

A:２袋以内の場合 市役所環境課で受取
（駐車場到着後、環境課へ電話）

B:３袋以上の場合
①市役所環境課で「清掃工場利用申出確認書」を
受け取る（駐車場到着後、環境課へ電話）

②清掃工場（平尾町親坂５０）へ持ち込み

問い合わせ先【環境課】
0533-89-2141

【清掃工場受付時間】
午前８時３０分～１１時４５分

午後１時～午後４時３０分

※処分受付は豊川市内で駆除したものに限ります


	スライド 1
	スライド 2

